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令和８年度 京丹後市国民健康保険事業特別会計 予算説明資料 

 

◇◇ はじめに ◇◇ 

 国民健康保険制度は、被用者保険の適用者以外の人を被保険者とし、その疾病、負傷、出産又は死亡等に関して必要な給付を行

い、社会保障及び国民保健の向上に寄与しています。制度的に年齢構成が高いため、被用者保険に比べて所得水準が低く、医療費

水準は高くなっています。こうした構造的課題に対し、安定した財政運営や効率的な事業運営の確保など制度の安定化を図るため、

平成 30年度から、都道府県が国保運営の中心的な役割を担っています。この国保制度改革により、都道府県は各市町村の医療費水

準や所得水準に応じて算定した納付金を決定し、市町村は保険税を賦課徴収し納付金を納めることとなりました。また、保険給付

等に必要な費用については、都道府県から保険給付費等交付金として市町村に交付される仕組みとなっています。 

令和８年度予算では、京都府への納付金が約 15億 7,828万 9千円となり、前年度と比較すると約 7,236万 7千円の減額となりま

した。被保険者数の減少に伴い、税収が減少となっていることから基金を 9,100 万円繰入れています。今後も京都府や他の保険者

の動きに注視しながら、京丹後市国民健康保険事業の安定的な財政運営に努めていきます 

 

◇◇ 京丹後市国保 被保険者の状況 ◇◇ 

 下表のとおり、京丹後市国保の被保険者は年々、減少傾向にあります。令和 8年度は京都府が推計した数値を掲載しています。 

区 分 
8年度 

（見込み） 

7年度 

（12月末） 
6年度 5年度 4年度 3年度 

世帯数（世帯） 6,248 6,862 7,175 7,446 7,822 8,128 

一般被保険者（人） 9,726 10,224 10,920 11,554 12,401 13,128 

（再掲）介護 2号分 （3,288） （3,338） （3,511） （3,655） （3,864） （4,074） 

※ 各年度年間平均の数値です。（令和 6年度以前は年度平均実績） 
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◇◇ 京丹後市国保 予算の概要 ◇◇ 

 令和 8 年度京丹後市国民健康保険事業特別会計の予算は、被保険者数の減少により保険給付費の減少が見込まれ、前年度比 1 億

5,300万円減額の総額 59億 7,700万円としました。 

歳入では、府支出金が 73.0％、税率・税額を見直した国民健康保険税は 18.8％を占め、 

この２項目で総額の 91.8％を占めています。                                       

 

京都府から保険給付に応じて交付される普通交付金、病院事業や経営努力など特別事情に交

付される特別交付金を合わせた府支出金は 43億 6,225万 4千円で、前年度比 5,046万 6千

円の減額、国民健康保険税は 11億 2,594万 3千円、前年度比 1億 2,253万 5千円の増額と

しています。 

 

繰入金は、国が示す一般会計繰出基準及び厚生労働省からの予算編成通知に基づき、繰入

額の算定を行い、歳入確保に努めています。基金繰入金を 9,100万円計上しました。 

 

歳出では、保険給付費を１人当たりの医療費の伸びと想定される被保険者数から算定し、

総額の 71.3％を占める 42億 6,202万 9千円としています。            

  

京都府に納める国民健康保険事業費納付金は医療給付費分、後期高齢者支援金分、 

介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分として、京都府から提示された 15億 

7,828万 9千円を計上しています。 

 

 諸支出金では、国保税の還付金や還付加算金、病院事業会計や国保直営診療所特別 

会計への運営補助等に係る繰出金を計上しています。 

 

保健事業では、特定健康診査・特定保健指導・人間ドック等の実施に必要な経費 

とともに、レセプト点検などの医療費適正化経費、また、医療費通知や後発医薬品 

差額通知などを実施する費用を見込んでいます。 

府支出金

4,362,254 千円

73.0%

国民健康保険税

1,125,943 千円

18.8%

繰入金

440,623 千

円
7.4%

繰越金

31,000 千円

0.5%

諸収入その

他17,180千円

0.3%

【歳入の内訳】

保険給付費

4,262,029 千円

71.3%

国民健康保険事業費

納付金

1,578,289 千円
26.4%

諸支出金

35,038 千円

0.6%

保健事業費

77,457 千円

1.3%

総務費

20,574 千円

0.4%

予備費その他

3,613千円

0.0%

【歳出の内訳】
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◇◇ 京丹後市国保 歳入の状況 ◇◇ 

【歳入】                                                （単位：千円） 

区   分  8年度予算額 構成比 7年度予算額 構成比 比較（8-7） 増減率 

01 国民健康保険税 1,125,943 18.8% 1,003,408 16.4% 122,535 12.2% 

02 使用料及び手数料 418 0.0% 454 0.0% △ 36 △ 7.9% 

04 府支出金 4,362,254 73.0% 4,412,720 72.0% △ 50,466 △ 1.1% 

05 財産収入 627 0.0% 577 0.0% 50 8.7% 

06 繰入金 440,623 7.4% 674,695 11.0% △ 234,072 △ 34.7% 

07 繰越金 31,000 0.5% 14,000 0.2% 17,000 121.4% 

08 諸収入 16,135 0.3% 24,146 0.4% △ 8,011 △ 33.2% 

歳入合計 5,977,000 100.00% 6,130,100 100.00% △ 153,000 △ 2.5% 

 

 

01 国民健康保険税 【本年度予算額 1,125,943千円/前年度比 122,535千円増】 

01 国民健康保険税            1,125,943千円 

国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分からなり、それぞれ下記

のとおり見込んでいます。 

税収総額は子ども・子育て支援納付金制度創設による賦課と、税率改定により、前年度比 1 億 2,253 万 5 千円の増収としてい

ます。（現年課税分 113,321円/人） 

 

国民健康保険税予算額                                          （単位：千円） 

目 節 8年度予算額 7年度予算額 比較（8-7） 増減率 

01 一般被保険者 

国民健康保険税 

01 医療給付費分現年課税分 709,233 659,123 50,110 7.6% 

02 後期高齢者支援金分現年課税分 250,982 224,737 26,245 11.7% 

03 介護納付金分現年課税分 105,797 92,844 12,953 14.0% 

04  子ども・子育て支援納付金分現年課税分 36,151  36,151 0.0% 

05 医療給付費分滞納繰越分 15,624 17,620 △ 1,996 △ 11.3% 
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06 後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,233 5,848 △ 615 △ 10.5% 

07 介護納付金分滞納繰越分 2,923 3,233 △ 310 △ 9.6% 

02 退職保険者 

  国民健康保険税 

04 医療給付費分滞納繰越分 0 1 △ 1 △ 100.0% 

05 後期高齢者支援金分滞納繰越分 0 1 △ 1 △ 100.0% 

06 介護納付金分滞納繰越分 0 1 △ 1 △ 100.0% 

合       計 1,125,943 1,003,408 122,535 12.2% 

※退職被保険者制度の経過措置期間満了に伴い令和２年度から現年課税分は消滅し、滞納繰越分も完納しました。 

 

02 使用料及び手数料 【本年度予算額 418千円/前年度比 36千円減】 

 国民健康保険税の収納に係る督促手数料を計上しています。 

 

04 府支出金 【本年度予算額 4,362,254 千円/前年度比 50,466千円減】 

01 普通交付金               4,226,400千円 

   市町村が支払う保険給付費に応じて、都道府県が費用の全額を国費や市町村からの納付金などにより補てんする交付金です。 

 

02 特別交付金                135,854千円 

   特別交付金は保険者の医療費適正化等の取り組みや、その成果に応じて交付される保険者努力支援分や特別事情による財政

負担の増加等に対して交付される特別調整交付金分、京都府の事業評価分として交付される都道府県繰入金、市町村が行う特

定健康診査及び特定保健指導に要する費用に対し交付される特定健康診査等負担金で構成されています。 

    ○保険者努力支援分     20,742千円 

    〇保険者努力支援事業費連動分    4,840千円 

    ○特別調整交付金分     33,227千円 

○都道府県繰入金     63,091千円 

○特定健康診査等負担金    13,954千円 

 

05 財産収入 【本年度予算額 627千円/前年度比 50 千円増】 

 国民健康保険事業基金等の利子収入を計上しています。 

国民健康保険事業基金残高 2億 1,912万 6千円 （令和 7年度当初予算計上 3億 3,700万円） 
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06 繰入金 【本年度予算額 440,623 千円/前年度比 234,072千円減】 

01 他会計繰入金              349,623千円 

01,02 保険基盤安定繰入金        280,484千円 

   保険基盤安定制度は、国民健康保険の加入者に高齢者や低所得者が多く保険税の負担能力が低い一方、医療費水準が高いな

どの構造的課題を抱えていることから、公費による支援が行われるものです。 

   低所得者に対する保険税軽減相当額を補填する保険税軽減分と、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて、保険

税の一定割合を補填する保険者支援分があり、いずれも一般会計から国保会計へ繰り入れるものです。 

01保険税軽減分            172,935千円 

（負担割合：都道府県 3/4、市町村 1/4） 

   02保険者支援分           107,549千円 

（負担割合：国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4） 

 

03 未就学児均等割保険税繰入金       1,901千円 

   子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児に係る均等割額の２分の１が軽減されます。軽減分を一般会計から繰り入れる

ものです。（負担割合：国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4） 

 

04 産前産後保険税繰入金          1,453千円 

   産前産後被保険者の負担軽減の為に保険税が免除されます。免除分を一般会計から繰り入れるものです。（負担割合：国 1/2、

都道府県 1/4、市町村 1/4） 

 

06 財政安定化支援事業繰入金       35,512千円 

   「低所得者が多い」「高齢者が多い」など、保険者の責めに帰することができない特別な事情に対して、一般会計から繰り入

れるものです。 

 

07 その他一般会計繰入金         30,273千円 

   総務省の繰出基準において、繰出対象経費は国民健康保険の事務の執行に要する経費とされており、総務費全般や国保連合

会への審査支払手数料など事務費を対象に繰り入れを行うものです。 
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○国民健康保険事務費分         30,273千円 

 

02 基金繰入金              91,000千円 

国民健康保険事業基金より財源を補うため繰り入れを行うものです。 

 

※出産育児一時金繰入金については、令和８年度から後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが

導入されることに伴い廃止されます。 

 

07 繰越金 【本年度予算額 31,000千円/前年度比 17,000千円増】 

 令和 7年度からの繰越金です。 

 

08 諸収入 【本年度予算額 16,135千円/前年度比 8,011 千円減】 

01 延滞金加算金及び過料             8,927千円 

  国民健康保険税の収納に係る延滞金を計上しています。 

  

02 市預金利子                    1千円 

  

03 雑入                      7,207千円 

  一般被保険者第三者納付金、返納金などの収入を計上しています。 
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◇◇ 京丹後市国保 歳出の状況 ◇◇ 

 

【歳出】                                                   （単位：千円） 

区     分 8年度予算額 構成比 7年度予算額 構成比 比較（8-7） 増減率 

01 総務費 20,574 0.3% 48,138 0.8% △ 27,564 △ 57.3% 

02 保険給付費 4,262,029 71.3% 4,308,857 70.3% △ 46,828 △ 1.1% 

03 国民健康保険事業費納付金 1,578,289 26.4% 1,650,656 26.9% △ 72,367 △ 4.4% 

04 共同事業拠出金 0 0.0% 2 0.0% △ 2 △ 100.0% 

06 保健事業費 77,457 1.3% 77,587 1.3% △ 130 △ 0.2% 

07 基金積立金 629 0.0% 577 0.0% 52 9.0% 

08 公債費 200 0.0% 200 0.0% 0 0.0% 

09 諸支出金 35,038 0.6% 42,271 0.7% △ 7,233 △ 17.1% 

10 予備費 2,784 0.0% 1,712 0.0% 1,072 62.6% 

歳出合計 5,977,000 100.00% 6,130,000 100% △ 153,000 △ 2.5% 

 

01 総務費 【本年度予算 20,574 千円/前年度比 27,564 千円減】 

 総務費は、国民健康保険事業を運営するために必要な一般事務費（総務管理費・徴税費・運営協議会費）を計上しています。 

 01 総務管理費 

01 一般管理費      16,351千円 

国保連合会への各種事務処理手数料や負担金、コクホライン等各種システム保守料など、国民健康保険事業を適切に

運営するうえで必要な事務費を計上しています。 

   02 趣旨普及費       126千円 

国保制度パンフレットを作成し、各種制度の普及・啓発を推進します。 

   03 連合会負担金       789千円 

      被保険者数に応じた国保連合会への負担金を計上しています。 

 

 02 徴税費 

01 賦課徴収費      2,972千円 
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納税通知書の印刷経費や郵便代などを計上しています。 

 03 運営協議会費 

01 運営協議会費      336千円 

      京丹後市国民健康保険運営協議会を実施するために、委員の報酬や費用弁償、会議の消耗品や郵送代などを計上して

います。 

02 保険給付費 【本年度予算額 4,262,029千円/前年度比 46,828千円減】 

 令和８年度の保険給付費は、令和５年度、６年度の実績及び令和７年９月診療分までの実績を参考に積算を行っています。 

国保制度の都道府県広域化に伴い、京都府へ納付金を納めることにより、必要な保険給付費は普通交付金として交付されます。 

保険給付（全体）の状況は、下のグラフのとおり令和８年度については減少を見込んでいます。国保の被保険者数は、年々減少

傾向にあります。保険給付費全体の総額は 42億 6,202万 9千円、前年度比で 4,682万 8千円の減額となり、1人当たりの保険給付

費は、約 43万 5千円を見込んでいます。 

  
 

項目別の保険給付費の予算額は次のとおりです。 
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                              （単位：千円） 

項 目 8年度予算額 7年度予算額 比較（8-7） 増減比 

01療養諸費 

01 療養給付費 3,650,000 3,700,000 △ 50,000 △ 1.4% 

03 療養費 26,000 23,000 3,000 13.0% 

05 審査支払手数料 9,363 8,895 468 5.3% 

02高額療養費 
01 高額療養費 550,000 550,000 0 0.0% 

03 高額介護合算療養費 300 300 0 0.0% 

03移送費 01 移送費 100 100 0 0.0% 

04出産育児諸費 01 出産育児一時金 13,506 13,506 0 0.0% 

05葬祭諸費 01 葬祭費 5,250 5,400 △ 150 △ 2.8% 

06精神・結核医療付加金 01 精神・結核医療付加金 7,410 7,556 △ 146 △ 1.9% 

07傷病手当金 01 傷病手当金 100 100 0 0.0% 

保険給付費合計 4,262,029 4,308,857 △ 46,828 △ 1.1% 

 

 主な 1人当たりの保険給付費の見込額は、次のとおりです。 

  ◇療養給付費 375,283円 ◇療養費（補装具等） 2,673円 ◇高額療養費 56,549円  保険給付費合計  434,505円 

※ 1人当たりの保険給付費は、当初予算額ベース(令和 8年度:被保険者年間平均人数 9,726人) 

 出産育児一時金は 1子につき 500,000円で 27件、葬祭費は 1人につき 50,000円で 105件を見込んでいます。 

 

 

03 国民健康保険事業費納付金 【本年度予算額 1,578,289千円/前年度比 72,367 千円減】 

 平成 30年度からの国保都道府県広域化に伴い、財政運営の責任主体が市町村から都道府県に移管され、都道府県は市町村への保

険給付費等交付金に充てるため、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収することが国民健康保険法に規定されました。 

京都府は各市町村の医療費水準や所得水準に応じて算定した納付金を提示し、市は納付金を納めるために国民健康保険税を賦課

徴収します。 

○医療給付費分納付金       1,055,379千円 

（国保の保険給付費分） 
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○後期高齢者支援金分納付金     349,289千円 

（後期高齢者医療制度への支援金分） 

○介護納付金分納付金        139,575千円 

 （介護保険への納付金分）     

〇子ども・子育て支援納付金      34,046千円 

  （子育て支援への納付金） 

 

06 保健事業費 【本年度予算額 77,457千円/前年度比 130千円減】 

01 保健事業費  

 （1）保健衛生普及費         17,343千円 

医療費通知及び後発医薬品差額通知や医療費適正化事業に取り組みます。 

○医療費通知事業      4,381千円 

医療費通知により受診状況とかかった医療費をお知らせすることで、被保険者自身の健康づくりや医療に対する関心を

高めていただく取り組みです。また、後発医薬品（ジェネリック）差額通知を実施し、普及推進に取り組みます。 

○医療費適正化事業     12,962千円 

診療報酬明細書（レセプト）の点検を実施し、医療費の適正化を図ります。また、詳細な医療費分析にも取り組みます。 

 

（2）疾病予防費           1,356千円 

前立腺がん検診を実施し、疾病予防に取り組みます。 

 

02 特定健康診査等事業費  

  「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40 歳から 74 歳の被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導の実施が保

険者に義務付けられています。 

（1）特定健康診査事業        34,948千円 

     特定健康診査は、衛生部門のがん検診と一体的に、「総合検診」として実施します。特定健診の受診率向上を図るため、補

助事業を活用した未受診者への受診勧奨にも取り組みます。 

 

（2）特定保健指導事業         1,946千円 

特定健診の結果から「動機付け支援」「積極的支援」の対象者を選定して、市の保健師・管理栄養士による特定保健指導を
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実施します。さらに、生活習慣病の受診中断者やハイリスク者へアプローチを行い、重症化を防ぐための取り組みを強化して

いきます。 

 

（3）短期総合機能検査事業      21,846千円 

人間ドックを実施するとともに、オプションとして「歯科健診」を実施します。検査結果については、特定健康診査事業に

も活用します。 

 

07 基金積立金 【本年度予算額 629 千円/前年度比 52千円増】 

 国民健康保険事業基金等から生じる利息収入を、各基金に積み立てます。 

  ○国民健康保険事業基金積立金            548千円 

  ○国民健康保険高額療養費貸付基金積立金        81千円 

 

08 公債費 【本年度予算額 200千円/前年度比 0 千円】 

一時借入れを行った場合の利子相当額を計上しています。 

 

09 諸支出金 【本年度予算額 35,038 千円/前年度比 7,233千円減】 

01 償還金及び還付加算金                6,150千円 

  国民健康保険税を還付する必要が生じた場合の、還付金等を計上しています。 

 

02 繰出金                      28,888千円 

 市立病院及び直営診療所に対する特別調整交付金について、それぞれの病院及び直営診療所へ繰り出します。 

○病院事業会計繰出金 

    弥栄病院の救急患者受入体制支援事業ほか   5,660千円 

    久美浜病院の救急患者受入体制支援事業ほか  5,029千円 

 

○直営診療所事業特別会計繰出金 

五十河診療所の運営費補助           894千円 

大宮診療所の運営費補助               0千円 

間人診療所の運営費補助           7,347千円 
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宇川診療所の運営費補助          7,947千円 

野間診療所の運営費補助          1,223千円 

佐濃診療所の運営費補助           788千円 

 

10 予備費 【本年度予算額 2,784 千円/前年度比 1,072 千円増】 

 


